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ネイチャーポジティブ経済移行戦略の位置づけ

生物多様性条約

○1993年に発効
○締約国数は194カ国とEU・パレスチナ
○条約の目的
１ 生物の多様性の保全
２ 生物多様性の構成要素の持続可能な利用
３ 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分

昆明・モントリオール生物多様性枠組(2022.12)
（生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された新たな世界目標）

生物多様性国家戦略2023-2030

（2023年3月31日閣議決定）※

2030年ミッション
自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転さ
せるための緊急の行動をとる（＝いわゆるネイチャーポジティブ）

※ 生物多様性条約第６条及び生物多様性基本法第
11条の規定に基づく、生物多様性の保全と持続可能
な利用に関する政府の基本的な計画

新世界目標を踏まえ、世界に先駆けて国家戦略を改定

「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」の策定（2024年3月29日公表）

基本戦略３を具体化

ネイチャー
ポジティブ
経済の実現
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令和６年３月
環境省、
農林水産省、
経済産業省、
国土交通省

ネイチャーポジティブ経済移行戦略～自然資本に立脚した企業価値の創造～
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※生物模倣
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